
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
          「多重債務」とは 

 複数の金融業者から自分の返済能力以上のお金を借りてしまい返済が困難になることをいいます。

          借借金金問問題題はは様様々々なな方方法法にによよりり解解決決ででききまますす!!  
           

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
･家計をしっかりと把握しましょう 
･支出の優先順位をつけましょう 
･長い目で生活設計を立てましょう 
･クレジットカードは管理できる枚
数に 

消費者の窓  第 4号            

          借金で悩んでいる方は早めに相談を！             

多 重
債 務 

多重債務者 消 費 者 セ ン タ ー  法律専門家 

相談 誘導 

相談して  楽になる! 

債務整理の４つの方法 
① 任意整理 
（裁判所を通さず、弁護士などに依頼し債務整理を行います） 

 ② 特定調停 
（裁判所が債権者と債務者の間に立って、利害関係を調整します） 

 ③ 個人再生 
（裁判所が認可した再生計画に基づき、債務を返済します） 
 ④ 自己破産 
（裁判所を通じて債務の支払いを免責してもらいます） 
＊利息制限法への引き直し計算によって借金が減額する場合があります 

借金で悩んでいる人（個人事業者を含

む）を対象に、多重債務無料相談会を

開催します。※秘密は厳守します。 

と き １１月２７日（日） 

    午前１０時～午後５時 

ところ 消費者センター 

定 員 １０人（先着順） 

予 約 １１月２５日（金）までに 

電話で予約して下さい。 

その他 相談をスムーズに進めるた

め、予約時に金額や返済状況

などをお聞きします。 

相談員 弁護士、司法書士、消費者セ

ンター相談員 

電 話 ２２－３７７３ 

※上記以外の日でも、多重債務相談を 

受け付けています。 

多重債務休日無料相談会 

 借金を整理すると、貸金業者からの嫌がらせがある？ 
  ありません 

 借金を整理すると、戸籍や住民票、免許証に載る？ 
  載りません 

 借金を整理すると、選挙権はなくなる？ 
選挙権、被選挙権はなくなりません。 

 借金を整理すると、家族が代わりに借金を返済しなければな
らない？ 
  家族が保証人や連帯保証人になっていない限り、返済の義
務はありません。 

借
金
整
理
で
気
に
な
る
こ
と 

･安全に借りられる業者を選ぶ 
･返済計画が立たないお金は借りない 
･金利、手数料、毎回の支払額、支
払総額を必ずチェックする 
･契約書は大切に保管する 
･限度額までだからと、安易にキャ
ッシングしない 
･友人･知人に頼まれても、安易に借
金の保証人にならないように 

 

･決められた返済日に遅れないように 

･借金返済の為の借金は禁止 

･紹介屋、買取屋、整理屋などの甘い

宣伝文句には騙されないように 

 

相談/平日 8：30～17：00  府中１丁目２－３ｾﾝﾁｭﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ１階 

消費生活全般に関する苦情や問い合わせについて問題解決のお手伝いをします。 
「消費者出前講座」を行っています。
消費者被害の未然防止・暮らしに役立つ
情報を提供します。 

･無料相談  ･事情を聴取  
･債務状況の整理  
･借金整理を一緒に考える    
･債務整理方法の説明と指導  

相談の内容に適した法律の専門
家（弁護士など）に取り次ぎます

センターでは 


